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１．研究の背景と目的 

2013 年度環境白書によると、日本においての

1950 年代後半から 2013 年までの、人間活動に伴

う生物多様性の損失は、全体的に見れば今も続い

ているとされている。このような現状の解決策と

して、生物多様性オフセットがある。また、まと

まった土地をバンカーが確保し、その土地の自然

復元等の作業を行い、そこでの自然復元事業の成

果が認められたら、その権利(クレジット)を、近

隣で同様の自然を破壊しなければならない開発計

画を有する事業者に対して売ることができる生物

多様性バンキングもあり、それらに対する関心が

高まっている（FOREST TRENDS，2014）（田中・

大田黒，2010）。フランスでは 2008 年、生物多様

性バンキングのパイロットプロジェクトを発案し

た。また、日本においても生物多様性バンキング

の経済的仕組みを里山の保全に応用した「里山バ

ンキング」という仕組みが提唱されている。（田中，

2010）。このことから、フランスと日本は生物多

様性バンキングの導入を検討している、類似した

状況の国と言える。また環境省（2014）は、日本

に生物多様性オフセットの導入を検討するにあた

って、国内及び諸外国の関連制度、地図情報の整

備状況等も含めた、生物多様性オフセットに関す

るさまざまな情報を資料として整備することが必

要であるとしている。そこで本研究では、フラン

スにおける生物多様性オフセットと生物多様性バ

ンキングのパイロットプロジェクトの最新動向を

整理し、日本に生物多様性オフセットおよび生物

多様性バンキングを導入するための基礎的資料の

１つとすることを目的とする。 

 

２．研究方法 

本研究では「EU の生物多様性オフセットの位

置づけ」、「フランスの生物多様性オフセットにつ

いて」、「フランスの生物多様性バンキングについ

て」の 3 つの項目の最新の動向を明らかにするた

めに、それに関連する既存文献、報告書、および

法律、制度、概要について調査する。その後、日

本へ生物多様性オフセットを導入するための考察

をする。 

 

 

３．研究結果 

３－１．EUにおける生物多様性オフセットの位置

づけ 

 EU 全加盟国を適用範囲とする指令である EU

指令において環境分野に関する指令は、EIA指令、

SEA 指令、ハビタット指令、野鳥指令、環境責任

指令に 5 つ定められている。この 5 つの指令で生

物多様性オフセットの実施を規定している。

（European Union，2013）。 

 

３－２．フランスにおける生物多様性オフセット

の位置づけ 

フランスでは、国内独自の生物多様性オフセッ

トの実施の根拠となる制度として、The Law for 

the Protection of Nature（以下、フランス自然保

護法とする）、Environmental Code（以下、フラ

ンス環境法典とする）、Forest Code（以下、フラ 

ンス森林法典とする）、Loi sur la Responsabilité 

Environnementale （以下、環境責任法とする）

が制定されている (eftec，2010)。 

環境責任法では、Natura2000 サイトを開発し、

代償する際のベースラインの設定の仕方として、

Natura2000 サイトの管理のためのガイダンスで

あり、サイトの分析結果を記載している Le 

document d’objectifs (DOCOB)と 2002 年に発行

され、サイトの場所、サイズ等に加え生息地指令

の AnnexⅠに記載されている保護種、代表種、ハ

ビタット情報や野鳥指令の AnnexⅡに記載され

ている種の情報をまとめた Le formulaire 

standard des données (FSD)を参考にするように

としている。 

 フランスのミティゲーションヒエラルキーは、

自然保護法の中の sequenceERC によって定めら

れている。EIA 指令と SEA 指令、そして、2010

年に施行された Grenell 法Ⅱの内容を取り組み、

改正され現在のミティゲーションヒエラルキーの

ガイドラインとなっている。 

フランスにおける生物多様性オフセットの最新

事例として、2012 年、フランス南部において、

The Contournement Nimes-Montpellire(CNM)

高速鉄道プロジェクトが、国営の鉄道会社である

RFFと子会社であるOc’Viaによって開始された。 

 



 

 

 

 

 

当プロジェクトでは線路がNatura2000 サイトを

分断する。125 種の動植物といくつかの重要な湿

地帯に大きな影響を与えるだろうとされている。

特に、路線によって分断される Natura2000 サイ

トを生息地とするヒメノガン(Tetrax tetrax)への

影響は大きな焦点となった (Oc’Via，2014）。

Oc’Via は、ヒメノガンの元々の生息地は農業用地

であることから、代償地を農業用地にする計画を

立て、代償地の管理は農家に委託することにした。

また、ヒメノガンは人の管理する土地に適応でき

ることが明らかとなっている。農家によっての管

理 体 制 は 合 理 的 で あ る と い え る

（McKenneyB,KieseckerJ，2010）。 

 

３－３．フランスにおける生物多様性バンキング

について 

2009 年、フランスの金融機関である Caisse des 

Deports et Consignations（以下 CDC とする）の

子会社の CDC Biodiversite 社、環境大臣（the 

French Ministy of the Environment）、また地域

自治体が共同でフランス初の生物多様性バンキン

グのパイロットプロジェクトを発案した

（CDCbiodiversite，2013）。 

フランスは複雑で多様な気候帯を有するため、

地中海近辺、アルプス山脈、アルザス地域、ブル

ターニュ地域の 4 つの地域、計 5 箇所で実証実験

を行うことにした(RomainPIRARD，2013)。 

地中海近辺のCossure Craw Bankでは、野生生

物のハビタットの復元、また家畜放牧を利用した

野生生物のハビタットの維持、管理活動により発

生したクレジットを、1 ヘクタールあたり約

35000€で 2 件販売されている。クレジットは土地

の確保、生物多様性バンキングとしての復元、創

造、維持活動の実施方法、管理方法を計画、計画

の実施、実施後の管理、またそれらの結果を定期

的に報告することを 30 年間続けることをクレジ

ットに含んでいる。総修復費が 1200 万€であり、

クレジットを全て売り切ると、日本円で約 693 万

円、1ha当り 19000 円の利益が出ることになる

（FabienQuetier,SvenWunderら，2011）。また、

植生を常に短い状態に維持し、外来植物の繁茂を

防ぎ、野生生物のハビタットとしての半乾燥草原

地帯を維持できるといった理由から家畜放牧がバ

ンクの管理方法に導入された（CDCbiodiversite，

2013）。 

 

４．まとめと考察 

フランスでは、自然保護法、森林法典、環境責

任法において、代償措置を義務付けている。 

環境責任法では、開発地の生物多様性の価値の

基準であるベースラインの設定方法を明確に示し 

 

 

ている。特に Natura2000 サイトに関しては、

DOCOB と FSD に、サイトの情報が詳細にまと

められている。日本においては、開発地の生物多

様性の価値の基準となるベースラインの設定方法

を議論している段階である。まず、重要な生息地

等をピックアップし、その土地の情報をまとめる

ことが求められるのではないだろうか。 

CNM 高速鉄道プロジェクトの事例において、

代償地をヒメノガンの生息地である農業用地にし、

農家に委託し管理するといった体制は非常に合理

的であるといえる。また、生物多様性バンキング

における Cossure CrauBank の事例も、代償され

た土地を放牧によって管理するというものである。

上記の事例は両事例とも、人の生活の一部として、

代償地を管理するというものである。日本におい

ても田中（2010）によって里山バンキングという

仕組みが提唱されている。里山を人が管理しなが

ら、生物多様性を保全するという点で、両事例は

里山バンキングに類似している。人の手による代

償地の順応的管理は、日本でも十分導入可能であ

ると考えられる。 

CossureCrauBank においてのクレジットに着

目してみると、ほとんど利益がないことが分かる。

これは、実証実験段階であるといことと、プロジ

ェクト開始段階では、オフセットのやり方の明確

なガイドラインやノーネットロスの基準に関する

指針が存在しなかったからであると推測できる。 

フランスは、バンキング実証実験と法改正を同

時並行で行っている。日本においても、まず法制

度を構築し、その上で実証実験を重ね、法制度を

策定、改善していくべきだと考える。 

フランスは生物多様性オフセットに関する法制

度が整ったばかりの国である。また、複雑で多様

な気候区分を有し、生物多様性バンキングの導入

を検討するフランスと日本は似たような状況の国

である。今後も、フランスの生物多様性オフセッ

トに関する調査を続ける必要があるだろう。 
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